
はじめに ―都市のありかたの変容―

近年，EU 諸国の都市のありかたを観察するといくつかの変容がみられる。

１つ目の変化は，持続可能なまちづくりへの転換である。まちづくりは，建

物建設やインフラ整備を急ぎ国づくりを進める「成長型社会」対応から，地球

環境維持を前提とし経済と社会システムと自然の間の均衡ある発展，すなわち

『持続可能な発展』サステイナブル・ディベロップメントを念頭に置きながら

今ある街をコンバートしていく「成熟型社会」対応へとかわりつつある。まち

づくりの基調が，「公共事業」の領域から「暮らし」の領域へとシフトしてき

ているのである。そして，少子高齢化が進み人口減少を経験する EU 諸国の幾

つかの国では，理想的な「縮小の時代」のシナリオをどう描くかが模索されは

じめている。

２つ目の変化は，地域活性化に向けた産業政策および雇用政策の取り組みの

積極化である。特に衰退地域を含む大中小都市では，地域産業の振興に力をそ

そぎ多様な産業プロジェクトの創造に力を貸している。しかし，全国レベルで

は景気変動や恒常的に続く産業構造転換に起因する失業問題が課題となってい

る。都市行政では，景気変動や産業構造転換があるということを許容し，産業

クラスターの形成などの戦略的な産業政策とともに，産業構造転換によってう

まれる新産業に地域の労働力が適合できるような調整機能を盛り込んだ雇用政
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策を展開し，地域活性化にむけた産業政策と雇用政策の連携がうまれている。

３つ目の変化は，「暮らしのセーフティーネット」の制度の再構築である。

先進国の都市行政で失業問題が避けて通れないものである以上，都市のリスク

管理政策のひとつとして失業問題から派生する生活保障のための政策は重要で

ある。EU 諸国の都市政策では，競争 competitiveness 原理に大きく傾倒しがち

な社会システムの現状に対して，均衡の取れた社会づくりを標榜して対概念と

しての社会的統合 cohésion social１）が同時に求められはじめている。フランス

では，「暮らしのセーフティーネット」など生活困窮リスク対応の政策を，連

帯政策と呼んでいる。都市行政では，しばしば連帯予算と防犯予算はトレード

オフの関係にあるといわれ，連帯予算が大幅に削減され市民の「暮らしのセー

フティーネット」が不安定な状態に陥ると，逆に街のなかでバンダリズムなど

破壊行為が増え防犯コストが膨れ上がるという調査結果が EU 諸国だけではな

くアメリカの複数の都市の事例からも報告されている。EU 加盟国間で財政赤

字を国内総生産の３％以下に抑える「安定成長協定」が結ばれ，厳しい緊縮財

政の中でフランスでも国と地方が福祉予算の中の連帯予算，「暮らしのセーフ

ティーネット」予算をどこまで許容していけるのか，多くの議論がされてきて

いるが今後も各方面からの活発な議論が続くと考えられる。

１．本考察の目的

本稿の議論の中心となる参入政策は，「はじめに」の都市のありかたの変容

で述べた，特に２点目の変化と３点目の変化との関係の上に展開されている。

わが国では経済が危機に瀕するという状況になかったため幸運にも参入政策の

政策ツールが十分に確立されていないが，経年変化の中で構造的不況，循環的

不況に見舞われる可能性があり，従って都市行政の中では失業問題があること

を是認し，産業政策・雇用政策・福祉政策との関係のうえに，積極的な参入政

策を構築しておくことが都市のリスク管理政策の点から必要かつ現実的である

と認識される。

フランスでは，１９８０年代後半の失業問題の深刻化によって，都市のリスク

管理政策のひとつである参入政策の制度構築をおこなう必要性に見舞われた。

フランスの都市行政では，産業政策，雇用政策，福祉政策，とこれまで個々に

独立していた政策群が横断的なネットワークの上に政策的協調が図られるよう
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になり，単純な産業政策と福祉政策の対立というような構図は塗り替えられつ

つあり，参入政策自体も，産業政策，雇用政策，福祉政策の一連のフローの中

に位置づけられている。ここでは，わが国では馴染みが薄いが EU 諸国の都市

行政でリスク管理政策としての参入政策，とりわけ地方分権化が進行中のフラ

ンスにおける参入政策に着目し，その変容を通じて近年の政策パラダイムの転

換を考察したい。

２．失業と参入政策

２―１．失業率の推移の日仏比較

１９７０年から２００４年までの日仏の失業率の推移を見てみたい（図―１）。日本

では，失業率は１９９０年以降２００２年までわずかずつだが伸びる傾向が続き，２０

０３年以降にすこし下降に転じ２００４年現在は４．７％の水準にある。

一方，フランスでは失業率は１９７０年当初２％台だったが，１９７３年のオイル

ショック直後から１９８７年までの間に非常に高い伸び率を示し，１９８５年に１０％

ラインを越える。１９９４年，１９９７年の２時点で最高１２．１％を記録しその後の推

移を経て２００４年現在９．９％の水準にある。フランスでは，失業率が１９７４年か

ら１９８７年までの１０年余りの間に急激に伸び，これを受けて国として対策を講

図―１ 日仏米の失業率の推移 (1970–2004)

出典：Eunostad
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じることが急務となり，後に述べる参入政策，参入最低所得 RMI 創設につな

がっている。

２―２．参入政策―参入最低所得 RMI

フランスでは，「暮らしのセーフティーネット」は，社会保障制度の中の社

会的ミニマム Minima Sociaux２）の給付によって保障される。全世帯の約１２％

が受給している。社会的ミニマムの特徴は，身障者・寡婦・単親世帯等，世帯

属性別に給付される点にあるが，唯一参入政策のプログラムである参入最低所

得 RMI だけが世帯属性に関係なく生活困窮（所得水準）を理由に受給する給

付である。

参入最低所得 RMI 制度は，金銭的給付によって「暮らしのセーフティーネ

ット」を保障し同時に就労支援をおこなう参入政策のプログラム体系である。

所管省庁は，省庁再編で名称変更が日常茶飯事のフランスだが，現在は雇用社

会統合住宅省 Ministere de l’Emploi, de la Cohésion Sociale, du Logement と健康

連帯省 Ministère de la Santé et des Solidarités２省である。

３．参入最低所得 RMI の概要

３―１．位置づけ

参入最低所得 RMI の位置づけはつぎのようなものである。

フランスの社会保護＝社会保険＋公的扶助

フランスの社会保険＝社会保障（年金・医療・家族給付）＋失業補償

RMI は，日本の社会保障制度のあたる大枠の社会保護制度の中の，公的扶

助の給付の一つとして位置づけられている。社会保護制度では，給付が①健康，

②老齢，③家族，④雇用，⑤住宅，⑥困窮の各リスク別に６つ用意されている

が，その中の「困窮」リスク対応の給付である。

３―２．特徴

【目的】社会的／職業的に再び社会に参入する道筋をつける。

【手段】最低所得保障（金銭給付）＋参入プログラム

【受給資格】①２５歳以上（扶養家族がある場合はこのかぎりではない），②所

得が RMI で定める最低所得以下
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【性格】RMI の金銭給付は，デクレで定める最低所得と受給者の収入との差額

を支給する逓減手当 (allocation differencielle) である。

【実績】２００４年６月３０日現在，RMI 受給者１，０４１，０２１人，RMI 受給 人 口

１，９９６，０８４人，受給率３．４％３）

３―３．実績

参入最低所得 RMI 受給率と失業率との間には高い相関がみられるが，ここ

では RMI 受給の実態を受給者数で見ていきたい。RMI 受給者（以下，RMIst

という。）の数は，多い順に県別にブッシュ・ド・ローヌ県７０，５３２人，ノール

県６８，６４１人，パリ５７，７６２人となる。いずれも大きな産業集積を抱える大都市

圏の県や国の基幹産業で栄えた都市を有する県である。例えば，南仏のブッシ

ュ・ド・ローヌ県はフランス第３の都市，マルセイユ市を擁し，産業構造転換

により近年伝統的な造船業等から IT 産業，原子力産業への労働力の移動がみ

られる。また，ノール県は，フランス有数の工業都市リール市を抱えるが，リ

ール市もかつて栄えた国の基幹産業が衰退し精密機械産業，流通業等への労働

力の移動が進んでいる。パリはイル・ド・フランス地方，パリ大都市圏の中心

に位置し，自動車産業，航空機産業，金融業，流通業，建設業，金属加工業等

の主要企業の生産拠点やオフィス等の業務機能も集まりフランス最大の産業集

積がみられる。これら３つの県は，特に産業構造転換の影響を大きく受けた地

域を有し失業率が高いことから RMIst の数も多い。

４．失業補償と RMI

４―１．失業補償とは

失業補償は消極的雇用政策の代表例といわれる。ここでは，フランスの失業

補償制度を整理し，「第３の失業補償」とも呼ばれる RMI との関係を見てみ

たい。

フランスの失業補償制度には，保険制度 Régime d’Assurance Chômage の保

険給付と，連帯制度 Régime de Solidarité の扶助給付がある（図―２）。代表的

な保険給付は ARE: Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi，また代表的な扶助

給付は ASS: Allocation de Solidarité Spécifique である。前者は企業の労働契約

に基づく労使折半の保険料の拠出による給付で日本の雇用保険にあたり，全国
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商工業雇用協会 UNEDIC: Union Nationale pour l’Emploi dans l’Industrie et le

Commerce により運営され，就労・拠出期間と給与水準に応じて支払われる。

保険給付の権利が費消すると扶助給付に移行する。扶助給付は無拠出型で税金

でまかなわれる給付である。支給期間は６ヶ月が基本で最大２年まで更新可能

である。以上のような制度のもとでは，失業補償である保険給付，扶助給付の

権利を費消したあと，「暮らしのセーフティーネット」を保障するものはなか

った。フランスの失業補償は失業率が高くなかった時代の産物で，１９８０年代

の高い失業率の伸びという不測の事態に既存の失業補償制度では対応しきれな

かった。

RMI はそうした状況の中，失業補償の権利を費消した困窮者に向けて，「暮

らしのセーフティーネット」を保障する目的で創設された給付であるが，その

性格は失業補償ではなく社会的ミニマムである。

４―２．RMI の効果

ここでは，失業者全体と「暮らしのセーフティーネット」がない失業補償を

図―２ 失業補償（保険制度と連帯制度）と RMI

失業補償Ａ 保険制度 régime d’assurence…保険給付
Ex.→就業復帰支援手当 ARE: Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi

①全国商工業雇用協会 UNEDIC の運営
②労使の拠出
③就労と拠出の実績

失業補償Ｂ 連帯制度 régime de solidarité…扶助給付
Ex.→特別連帯手当 ASS: Allocation de Solidarité Specifique
（→参入手当 AI: Allocation d’Insertion）
①保険原理に基づかない
②国庫負担
③保険給付の権利の費消

就労

就労期間

失業補償 A
（保険制度）

失業

失業補償あり期間

失業補償 B
（連帯制度）

失業補償なし期間

RMI

RMI 流入 RMI 進出
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受けていない失業者（以下，失業補償非受給者）の推移を追い，失業補償を受

けていない失業者への RMI の効果を考察したい（図―３）４）。

フランスでは，失業者数は１９８６年に３００万人を突破したあとも増え続け，

はやくも１９９３年に４００万人台を記録する。１９９８年を境に減少に転じたが２０００

年以降は微増傾向にある。失業補償の補償率は，失業者数４００万人となる１９９３

年以降の１９９０年代，失業者数が増加していく局面ではその伸びに反応しきれ

ず低下がみられたが，全期間を通じて５０％台半ばから６０％台半ばの水準を確

保している。逆にいうと失業者の中で，失業補償を受けていない者が５０％台

半ばから３０％台半ばで常に存在していたことになる。

ここで注目したいのは，１９８８年の RMI の創設を境に，失業補償もない RMI

もない人の割合，非生活補償率（図中の補償・RMI なし率）が改善された点

である。RMI により，失業補償でカバーできない人のうちの一定部分に対し

て失業補償とは異なる生活補償すなわち社会的ミニマムという立場から「暮ら

しのセーフティーネット」が保障されることになり，カバー率の改善に貢献し

た。２００４年を見ると，失業補償受給率６１．５％，RMI 受給率２３．９％，合計の生

図―３ 失業補償および RMI 受給率の推移 (1985-2004)

UNEDIC 資料，“Demandeyrs d’emploi indemnisés et non indemnisés” Caisse Nationale des Allocations
Familiales, Direction des Statistiques, des Études et de larecherche 報告書 “Prestations legales Aides au
loqement Revenu minimum d’insertion au 30 juin 2004”より作成

１９８８年，RMI 創設年度
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活補償率は８５．４％である。失業補償・RMI 非受給率は１４．６％に抑えられて

いる。RMI の効果で，非生活補償率が RMI がないと仮定した場合の３８．５％

から１４．６％に引き下げられている。非生活補償率（補償 RMI なし率）は１９８５

年の４０．９％から２００４年の１４．６％にまで下がっている。特に，１９８８年 RMI

制度創設の翌年，RMI の給付が開始された１９８９年には２７．８％にまで下がり

以降，非生活補償率の低下傾向が続いている。

４―３．RMI の課題

RMI は，失業者等の困窮者に生活保障をおこないできるだけ早期に労働市

場に戻すための支援をおこなう参入政策 la Politique d’Insertion の代表例であ

る。フランス等 EU 諸国の多くの国では，景気変動・産業構造転換に起因する

失業問題は避けては通れないとの認識がある。都市行政の中で，予算面に着目

すると６割を福祉予算が占め，衰退都市の事例では福祉予算のさらに６割が

RMI 等の参入政策に割かれるところもある。行政では，国をはじめ，地方，

県，市町村の各レベルで RMI を所管する担当部署があり皮肉にも不可欠な政

策になっている。RMIst は，金銭的給付等により「暮らしのセーフティーネッ

ト」を保障され同時に社会参入のためのプログラム参加が義務づけられ，最終

的には職を得て自立，すなわち制度からの退出が期待されている。制度からの

有効なサポート環境をまわりに構築することでできるだけ早い早期に RMI 制

度から退出してもらうことが望まれている。

５．参入政策のパラダイム転換

フランスの社会政策は，税制や社会保障の拠出金制度により富を国民の間で

再配分する西欧型福祉国家の伝統があり，そうした政策によって社会の均衡が

たもたれていた。しかしながら，近年経済市場がグローバライズし競争が激化

する中，社会保障制度の財源ともなる企業に課せられる法人税率，社会保障の

保険料率，特にフランスの場合保険料率の雇用主負担割合の高さが議論の的と

なり，企業の国際競争力に少なからず影響をあたえていることがたびたび指摘

されてきた５）。

現在，生活福祉を充実させ福祉国家のすがたをある程度保持しつつも，同時

に企業の国際競争力を維持して経済を牽引していくような国のスタンスが模索
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されている。同時に，福祉政策，雇用政策，産業政策がこれまでバラバラに展

開されてきたのに対し，複数の政策の連携のすがたも同時に強く模索されるよ

うになってきている。参入政策自体，福祉政策と雇用政策と産業政策を大きく

結びつけるものへと変化している。ここでは，都市のリスク管理政策としての

参入政策に着目し，近年観察される変容から政策パラダイム転換を見てみたい。

５―１．公的扶助から自立支援へ

RMI の創設は「排除との闘いに関する基本法」（１９８８年１２月１日法）に基

づくが，最近，２００３年に RMI の新たな性格を決定づける法律「RMI の地方分

権化と RMA の創設に関する法律」（２００３年１１月２５日法）が制定された。こ

れは，RMI の地方分権化に関わる制度改正と，RMI と並行して存在すること

になる就労最低所得 RMA の創設の根拠法である。

５―１―１．RMI の地方分権化

以前，RMI の財源は，「金銭給付」は国，「参入プログラム」は県（前年の

国の当該県への金銭給付の１７％相当額の調達義務）という役割分担があった。

地方分権化が進み，現在では，「金銭給付」，「参入プログラム」ともに県が負

担するよう変更された。国から県へ地方交付金 dotation が支給されるが，県が

地方税収による独自財源も組み込みながら最終的な財政収支の帳尻をあわせる。

５―１―２．RMA の創設

参入最低所得 RMI と並行して就労最低所得 RMA: Revenu Minimum d’Ac-

tivité が新規に創設された。

従来の RMI では，労働を奨励する目的で助成雇用の対象者がいる。その場

合，公企業や自治体は本人と労働契約をむすび法定最低賃金 SMIC を支払う。

また，アルバイト的な小労働に対しては「利益供与」intéressement の制度があ

り，１２ヶ月間の賃金と RMI の金銭給付の「併給」が認められている。

新しい RMA では，市町村や公企業や民間非営利団体が本人と特別労働契約

をむすび，当該機関は RMIst に代わって参入最低所得 RMI を受け取り，RMIst

には報酬である法定最低賃金 SMIC から参入最低所得 RMI を差し引いた分を

支払う。企業負担は，参入最低所得 RMI 分だけ軽減されたことになる。すな

わち，RMA の意図は企業を法定最低賃金 SMIC の支払いから開放することで

労働コストを軽減し，結果新たな雇用を創出することである。RMIst の７割が

「扶助」対象だが３割に稼動所得があることに着目し，この層の「扶助」対象
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から「自助」対象への移行を狙っている。８種類ある社会的ミニマムの中では

RMI の給付の増加傾向が観察されているが，EU 諸国の財政赤字を国内総生産

３％以下という制約もあり無制限に社会保障の給付額を増やすことはできず，

しかしながら他の社会的ミニマムの給付は身障者・寡婦・単親世帯等，生活弱

者という世帯属性の性格から給付削減の対象として適切ではない。唯一，社会

的ミニマムの給付で RMI が，給付のシステムの効率性の検討対象になってい

る。

５―２．積極的雇用政策の促進

一般的に失業問題に対処する方策としては，１）労働需要全体を喚起する産

業政策，２）失業補償に代表される消極的雇用政策とともに，実際の就労につ

ながる３）積極的雇用政策をより充実させる必要があるとの判断に基づいてい

る。積極的雇用政策にはつぎのようなものがある。

（１）雇用局求職登録

（２）職業訓練

（３）雇用助成金

（４）起業支援助成

（５）社会保障の保険料の雇用主負担分の減免

フランスの雇用政策は，経済省 Ministère d’Economie があつかう一般の雇用

政策と雇用省 Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale があつ

かう困窮者向け雇用政策の２つに大別できるが，実際には両者の枠組みは共通

のものが多い。

RMI と連動した積極的雇用政策の新しい動きとして「経済活動を通じての

参入」スキーム Insertion par l’activité economique があげられる。地域活性化策

でもある同スキームは，RMI の参入プログラムの４分野［雇用分野・健康分

野・住宅分野・社会活動分野］（図―４）の中の，雇用分野に焦点をあてたもの

で，雇用政策の実効性のある具体的プログラムを策定している。

同スキームでは，地域の多様な経済活動主体の困窮者の就労斡旋を，雇用局

ANPE の地域支部で一元的にとりまとめて管理し割り当てる。RMIst に就労機

会を提供する経済活動主体には，①社会保障の保険料の雇用主負担分の減免，

②国からの定額助成金等のメリットが用意される。

RMIst に就労機会を提供する経済活動主体として民間企業があるが，受け入
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れ体制の整った参入企業 EI と参入臨時労働企業 ETTI を指定し RMIst との間

で助成契約である就労最低所得 RMA: Revenu Minimum d’Activité の契約を結

ぶ。例えば，参入企業 EI では最大２４ヶ月の試験的採用をするがこうした臨

時雇用を最終的に正規雇用に繋げることが目標である。

また，今回の「経済活動を通じての参入」では，営利セクターである民間企

業のみならず，非営利セクターである民間非営利団体，地方公共団体，事業所

等の受け入れ機関と RMIst の間の特別労働契約である将来契約 Contrat d’ave-

nir の制度を創設し，特に民間非営利団体での受け入れ枠の拡大をねらった点

が特徴である。成長が期待されている民間非営利団体での就労は企業での就労

と比べ給与水準，正規雇用・臨時雇用別では見劣りするが就労ポスト数的には

確保しやすい状況もある点に着目して雇用枠の拡大に大きな期待をかけている。

５―３．経済特区での雇用創出

フランスには，都市再生のための包括的なプログラム体系，「都市の政策」

Politique de la ville がある。「都市の政策」は，本来の広義の「都市政策」poli-

tiques urbaines とは区別されるが，「都市の政策」自体，物的計画，経済，社会，

環境分野を包摂しオーソライズする幅広の政策体系をもつ。「都市の政策」は，

１９８０年代に都市活性化のための大統領直属の都市担当省が創設されて以来の

省のリーディングプランである。大都市部，地方の地域活性化を狙うが，同プ

ログラムは，全国の衰退地域の中から経済的・社会的指標から事業対象地区を

選定し，地域の重点的かつ戦略的再生計画を策定するものである。同時に，特

図―４ RMI の「参入ブログラム」４つの分野
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に経済的側面からのテコ入れを受けて都市再生をねらう地区を重点地区として

抽出し，特区制を導入することでさまざまな規制緩和によって地域の活性化に

繋げるという野心的プランを併用する。

「都市振興契約法」（１９９６年１１月１４日法）la loi relative à la mise en ouvre du

pacte de relance pour la ville は，都市部を対象に，問題都市地区 ZUS: Zones

Urbaines Sensibles，都市再活性化地区 ZRU: Zones de Redynamisation Urbaine，

都市非課税地区 ZFU: Zones Franches Urbaines（以下，ZFU という。）の３種の

経済特区を創設し，３層構成の上位集合の ZFU に最も高い経済的インセンテ

ィブを与えた。ZUF では，雇用創出・産業振興を目的に企業誘致のためのさ

まざまな措置を用意している。

ZFU 第１期 (1997~2001) に続く第２期 (2004~2008) の５箇年計画では全国

８５地区，人口１４０万人のエリアを対象とし，企業への優遇措置として「租税

措置」(mesure d’exonération fiscale) と「社会保障費に関する措置」(mesure

d’exonération sociale) を設けている。

「租税措置」には，つぎのようなものがある。

①法人税（国税）…当初の５年間は１００％税額控除され，後の３年間は控除率

６０％，４０％，２０％が適用される。

②職業税（地方税）…当初の５年間は１００％税額控除され，後の３年間は控除

率６０％，４０％，２０％が適用される。

「社会保障費に関する措置」には，つぎのようなものがある。

①社会保障の保険料（雇用主負担分）…当初５年間は，RMIst 等，失業者に対

する法定最低賃金 SMIC の１．５倍以下の報酬の雇用に対しては，社会保障

の保険料の雇用主負担金を免除する。

②社会保障の保険料（自営業者拠出分）…当初５年間は，自営業者，企業経営

者等を対象に，社会保障の保険料を，２００４年は２１，８７２Ｃを上限として免除

する。

上記の，経済特区の特徴は以下のようにまとめられる。

１） 税，社会保障の保険料の減免措置による企業立ち上げの初動期の経済的イ

ンセンティブ

５年間の時限的措置であるが，企業誘致には，初動期の経営が軌道に乗る

までの期間の税制優遇措置の減免効果は大きい。企業が雇用に際して負担す

る社会保障の保険料の雇用主負担分の減免措置については，フランスでは社
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会保障の保険料の本人：雇用主比が１：２で企業負担が大きいため措置の恩

恵は大きい。

２） 産業政策と雇用政策の連動，地域活性化の政策目標の中での RMIst 等の

雇用創出

経済特区では，ZFU, ZRU, ZUS に居住する RMIst 等，失業者の雇用を奨

励している。産業政策を地域活性化という政策目的，とりわけ雇用の促進に

連動させている点が着目される。

まとめ

RMI 創設の意義は，EU 諸国の都市行政が失業問題を完璧には回避できない

以上，「暮らしのセーフティーネット」の確保という点から認められるところ

である。

しかしながら，運用面では，RMI 受給者の微増傾向，RMI 長期滞留層の存

在等による財政的コストの増大の問題等が指摘される。参入政策に回される「連

帯」Solidarité 予算と防犯予算はトレードオフの関係にあるといわれ，連帯予

算等の福祉予算の削減は「暮らしのセフティーネット」をおびやかし都市の治

安状況を極めて不安定な状況に導くものである。

よって，今後地方分権化が加速されるわが国においても，都市のリスク管理

政策の一環として，都市行政の中での参入政策の位置づけを明らかにし実効性

のある政策体系を構築することが重要であると考えられる。

今回，フランスの参入政策の考察を通じて得られた知見を以下にまとめる。

参入政策のパラダイム転換として，２点の変化が観察された。

１点目は，参入政策の扶助主導型から自立支援主導型への転換である。

現状としてフランスの財政状況が厳しい中，RMI 受給の増大が指摘されて

いる。RMI 制度は，「暮らしのセーフティーネット」の一時的措置として機能

し RMIst が最終的に支援の手から離れること，「RMI 退出」を想定しているが，

一方で簡単に抜け出せない RMIst がいることも認め，「RMI 滞留」を容認して

いた。しかし，近年長期失業等による RMI の滞留層（RMI の制度から退出で

きない長期失業者等）の増加傾向が観察された。これを受けて，行政サイドは

RMI の臨時的措置としての役割を再確認し「RMI 滞留」を抑制する方向を模

索し，登場したのが RMI・RMA の併設である。RMI 受給者の潜在的能力を
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研修・訓練等の特に「雇用」に特化した参入プログラムにより引き出し，社会

保障の公的扶助の対象者から正規就労の対象者への移行を政策転換として

RMI から RMI・RMA の併設への転換が行われたが，実施間もないことから

運用に関するデータは出揃っていない。税金を投入する扶助の増加には国民の

コンセンサスが得にくいので自助努力の RMA の方向に誘導したという消極的

理解も可能だが，むしろ RMIst の潜在的能力の引き出しがどこまで達成でき

るのか，機会の創出という点からは評価されるものである。

政策の転換については，就労を見据えた具体的な参入政策が RMIst の労働

市場への回帰を可能にする実効性のあるものとなるかどうか今後の実績が問わ

れる。

２点目は，参入政策の，福祉政策，雇用政策，産業政策との連動である。

衰退地域の再生を目的とするフランスの都市再生事業の課題は，物的・経済

的・社会的計画に基づく地域活性化の実現と，困窮者の「暮らしのセーフティ

ーネット」と雇用の確保である。フランスでは，景気変動や産業構造転換から

失業問題が顕在化しており，各都市の都市行政，特に衰退地域の都市行政では，

困窮者の就労への誘導と雇用創出が必致で，そのために積極的雇用政策の拡充

と経済特区制度の導入が図られている。具体的プログラムを出してきている積

極的雇用政策は，RMIst に現実の労働市場に適合できるよう競争力を付与し政

策が実効性のあるものとなることを期待している。また，経済特区制度がねら

うものは経済的インセンティブによる企業誘致戦略で，税制優遇等による規制

緩和の効果は特に企業設立の初動期に大きいとされるが，一定枠の地域の困窮

者の就労を前提とし，そこで最新分野の企業経営等に貢献できる労働力供給が

可能となるかどうかが鍵になる。

参入政策を，従来からの福祉政策，雇用政策，産業政策の一連の政策フロー

の中で捉え，都市管理政策の中でマイナス要因としてではなく地域活性化の目

玉としてむしろ戦略的な政策として制度構築をし直している状況が伺えた。
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【補注】

１） Jean-Louis BORLOO 氏が２００４年３月３１日雇用労働社会的統合大臣，続いて２００５年６

月２日雇用社会的統合住宅大臣に就任する。２０の具体的措置を盛り込んだ雇用・住宅・
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機会の平等に関する「社会的統合」に関するプラン le plan de cohésion sociale を２００４年３

月に公表した。特に，若年層の雇用政策に力を注ぎ，８０万人の若年層の就労へのアクセ

スに関する，雇用支援室・職業訓練プラットホームの設置，研修等の具体的措置を講じて

いる。

２） フランスの社会的ミニマム Minima Sociaux には，８つの給付がある。参入最低所得 RMI

のほか，特別連帯手当 ASS，単親手当 API，参入手当 AI，障害者手当 AHH，老齢補足手

当 ASV，障害者補足手当 ASI，寡婦手当 AV がある。社会的ミニマムの給付の３割以上

を RMI が占めている。２００３年１２月３１日現在，社会的ミニマム Minima Sociaux の受給

者総数は３３１万４，１９３人である。

３） 全国家族手当金庫 CNAF: Caisse Nationale d’Allocation Familiale の年報 “Prestations

légales Aides au logement Revenu minimum d’insertion au 30 juin 2004” により明らかにして

いる。

４） フランスの公式な失業者数については，国立統計院 INSEE の公表する数字と全国商工

業雇用協会 UNEDIC の公表する数字の２つがある。ここでは，失業補償受給，非受給等

の内訳の数字を要したため，後者の UNAEDIC の数字を採用している。失業者数の国際

比較など一般的には，国立統計院 INSEE の数字が採用されている。

５）法人所得課税の日仏比較をすると，日本は法人税，法人住民税，法人事業税の税率を合

計した実効税率は４０．８７％である。国税の法人税の部分は２７．３７％，地方税の法人住民税，

法人事業税の部分は１３．５０％である。これに対してフランスでは，国税の法人税のみで

３６．６７％である。フランスの実効税率は，付加税（法人税額の１０％）を含めている。フラ

ンスでは，法人所得課税とともに，地方税である職業税が課される。

インタビューに協力いただいた，フランスの全国家族手当金庫 CNAF：研究部長の Philippe

STECK 氏，労働連帯省の RMI 担当課長の Patrick PETOUR 氏，全国商工業雇用連合 UNEDIC

の Joelle GIRAULT 女史には，ここに記して，感謝の意を表したい。
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